
７．会議の概要

事務局長(池田) 定刻になりましたので、ただいまから３月定例農業委員会を開催させていただきます。

事務局長(池田) それでは、松村会長よりごあいさつを申し上げます。

松村会長 あいさつ

事務局長(池田) ありがとうございました。
これからは会議規則第６条の規定により、会長が議長として議事進行をお願いします。

議長(会長) これより本日の会議に入ります。

まず、事務局より３月分の経過報告を申し上げます。

事務局(黒瀬) それでは、３月分の経過報告をいたします。

議長(会長) 事務局からの報告はお聞きのとおりです。

なにかご意見、ご質問はありませんか。

議長(会長) 無いようですので、次に本日の議事録署名委員ですが、５番 笠松 邦造 委員、６番

北山 謙治 委員の両名にお願いします。

議長(会長) これより議事に入ります。

日程第１ 議案第６６号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議案としま

す。事務局より説明をお願いします。

事務局(中川) （説 明）

議長（会長） これについては、現地確認をしていただいた委員から報告をお願いします。

山口委員 事務局の説明のとおり、3月 19日に現地確認しまして問題ないと思います。

議長（会長） 以上のとおり説明はお聞きのとおりです。

それでは、審議に入ります。ご意見、ご質問はありませんか。

議長(会長) これより、議案第６６号について採決いたします。

議案第６６号は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。

（異議なし）

議長(会長) 無いようですので、議案第６６号 農地法第３条の規定による許可申請については原案

のとおり承認することに決しました。

議長(会長) 続きまして、日程第２ 議案第６７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による農用地利用集積計画の決定について、事務局より説明願います。

事務局(中川) （説 明）

議長(会長) これについては、現地確認をしていただいた委員から報告をお願いします。



前田委員 現地確認しました所、この農地は●●さんが高齢の為、現在も●●さんが耕作されてお

り、問題ないと思います。

議長(会長) それでは審議に入ります。ご意見、ご質問はありませんか？

笠松委員 対価が安いのでは？

前田委員 現地を見ましたが、沼田で非常に条件が悪い為、この対価になったと思われます。

議長(会長) これより、議案第６７号について採決いたします。

議案第６７号は、原案のとおり承認することに異議ありませんか。

（異議なし）

議長(会長) 無いようですので、議案第６７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定によ

る農用地利用集積計画の決定については、原案のとおり承認することに決しました。

議長(会長) 次に報告事項に入ります。（１）農地法第３条の３第１項の規定による届出について事

務局より報告を願います。

事務局(中川) （説 明）

議長(会長) このことについて、何かありませんか。

次に（２）農地法第１８条第６項の規定による通知について事務局より報告を願います。

事務局(中川) （説 明）

議長(会長) このことについて、何かありませんか。

次に（３）農地の転用事実の照会に対する回答について事務局より報告を願います。

事務局(中川) （説 明）

議長(会長) このことについて、何かありませんか。それでは「その他」に入ります。

事務局(黒瀬) アンケートの中間報告をさせて頂きます。

中村代理 アンケートの中間報告を、今後どの様にしていくのか・・？

事務局長(池田) このアンケートは、現状を数値化したものであり、取り急ぎまとめたので、今後、より

掘り下げて対策を立てて行きたいと思っています。

議長(会長) 国の農業支援策として、県、市が動いている。現状をしっかりと見据えて、小規模農家

も盛り上げていくつもりだと思います。

北山委員 アンケート取るだけなら何も変わらない。JAも合併で縮小気味、道の駅もまだまだ不
安だらけで、農業の先行き不安が増している。

事務局長(池田) この後、3時から推進委員会がありますので、色々ご意見を頂き、次回の農業委員会で
も、更に討議をして頂きたいと思っています。ありがとうございました。



議長(会長) それでは次回の定例農業委員会の開催については、事務局より説明願います。

事務局(黒瀬) 次回の農業委員会は、４月２５日（木）午後１時３０分から市役所 3階第２・３会議室
で行います。

議長(会長) ３月定例農業委員会の議事などがすべて終了いたしましたので、閉会の言葉を職務代理

者が申し上げます。

中村職務代理 慎重審議ありがとうございました。

勝山市農業委員会会議規則第 18条の規定により、会議の顛末を称するためにこれに署名する。

議長 松村 勘兵衛

５番 笠松 邦造

６番 北山 賢治


